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船舶事故調査報告書 

 

                              令和３年４月２８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突 

発生日時 令和２年９月５日 １０時４５分ごろ 

発生場所 兵庫県姫路
ひ め じ

市家島町男
たん

鹿
が

島北西方沖 

 家島港北防波堤灯台から真方位１０６°１.２海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３４°４０.７′ 東経１３４°３３.９′） 

事故の概要 漁船漁
りょう

栄
えい

丸は、南西進中、また、プレジャーボートワンピース

は、漂泊中、両船が衝突した。 

ワンピースは、船長及び同乗者が負傷し、船首部の脱落を生じ、ま

た、漁栄丸は、船首部に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過 令和２年９月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 漁栄丸、８.５トン 

   ＨＧ２－３９９１（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９５ｍ（Lr）×３.００ｍ×１.０８ｍ、軽合金 

   ディーゼル機関、５４０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和６

２年３月１５日 

Ｂ プレジャーボート ワンピース、１.８トン 

   ２６０－４７６２３兵庫、(有)川﨑商会 

   ５.７８ｍ（Lr）×２.２１ｍ×１.２０ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、６６.２０kＷ、平成２５年６月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ ７２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

      免許登録日 昭和５５年２月２１日 

      免許証交付日 平成２９年８月１４日 

            （令和４年１１月１５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ ５９歳 

二級小型船舶操縦士 

    免許登録日  平成２５年９月０２日 

    免許証交付日 平成３０年６月２９日 

           （令和５年９月１日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 
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Ｂ 軽傷４人（船長Ｂ、同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２、同乗者Ｂ３） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 船首部の脱落 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期 

 事故の経過 Ａ船は、船びき網漁に従事する漁獲物運搬船で、船長Ａほか２人が

乗り組み、漁獲物の水揚げを行った後、令和２年９月５日１０時２５

分ごろ家島町坊勢
ぼ う ぜ

島坊勢港に向けて姫路港妻
め

鹿
が

区を出航した。 

Ａ船は、乗組員２人が船尾の甲板上で休憩し、船長Ａが操舵室で腰

を掛け、リモコンによる手動操舵による操船で、約２４ノット（kn）

の速力（対地速力、以下同じ。）で播磨灘
はりまなだ

を南西進していた。 

船長Ａは、視界が良かったのでレーダーを停止し、男
たん

鹿
が

島北方沖の

宇和
う わ

島を左舷船首方に見ていたところ、‘家島町家島及び男鹿島の間

の水路’（以下「本件水路」という。）が宇和島の島陰になっていた

が、毎日、同じ時間帯に航行しており、宇和島北方沖に釣り船１隻の

ほかに他船を見掛けなかったので、前路の本件水路周辺に釣り船が少

ないと予測して航行を続けた。 

船長Ａは、１０時４３分ごろ宇和島北方沖で左舵を取り、その後、

左舷船首方の‘男鹿島の北西岸にある建物’（以下「本件建物」とい

う。）付近が光って見えたので確認しようと本件建物付近を見ていた

ところ、１０時４５分ごろ衝撃を感じてＢ船を認め、Ａ船とＢ船とが

衝突したことを知った。 

船長Ａは、直ちに減速して船尾方を振り返り、海面に浮かぶ人影を

認め、急いで反転してＢ船に接近し、損傷状況及び負傷状況の確認を

行い、船首部が折損していたＢ船が沈まないように係留索をとり、Ｂ

船の乗船者４人をＡ船に移乗させた。 

 船長Ａは、船長Ｂが海上保安庁に本事故の発生を通報していたの

で、自ら海上保安庁には通報せず、自宅及び所属する‘漁業協同組

合’（以下「本件漁協」という。）に本事故の発生を電話連絡した。 

 Ａ船は、航行可能であり、来援した巡視艇１隻にＢ船の乗船者４人

を移乗させ、来援した本件漁協の僚船にＢ船のえい
．．
航を依頼し、別の

巡視艇の指示により、自力で男鹿島に向かい、その後、坊勢島に帰航

した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、‘知人である同乗者３人’（以

下「同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２、同乗者Ｂ３」という。）を乗せ、釣りの

目的で０５時３０分ごろ‘宇和島西方沖から男鹿島北方沖付近の釣り

場’（以下「本件釣り場」という。）に向けて‘相生
あいおい

市所在の係留所’

（以下「本件係留所」という。）を出発した。 

 Ｂ船は、０６時００分ごろ本件釣り場に到着し、機関を停止して漂

泊状態とし、船首から船尾に向かって同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２、同乗者
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Ｂ３及び船長Ｂがそれぞれ同じ舷側に並び、流し釣りを開始した。 

 船長Ｂは、１０時４０分ごろ、船首方を西北西方に向けた状態で、

右舷側に４人が並んで釣りをしていた際、宇和島北東方沖から接近す

るＡ船を初認したものの、Ａ船がＢ船の船首方を通過するように視認

したのでＡ船がＢ船に向かってくることはないと判断し、釣り竿の先

端及び‘魚群探知機’（以下「魚探」という。）を見て釣りを続け

た。 

 船長Ｂは、ふと右舷方を見たところ、Ａ船が至近に迫っており、右

舷船首部付近に衝突の危険を感じたので、自ら、機関を始動させよう

と操舵スタンドに駆け寄ると同時に、同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２及び同乗

者Ｂ３に「飛び込め」と叫んだ。 

Ｂ船は、同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２及び同乗者Ｂ３がＢ船の右舷船尾方

の海面に飛び込んだ直後、右舷船首部にＡ船の船首部が衝突し、船首

から両舷約２ｍの範囲で船首部が折損した。 

船長Ｂは、船体の揺れが落ち着いた後、同乗者３人をＢ船に引き揚

げたのち、同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２及び同乗者Ｂ３と共にＡ船に移乗

し、１１時０５分ごろ本事故の発生を１１８番通報した。 

Ｂ船は、巡視艇が到着後、本件漁協の僚船によってえい
．．
航され、船

長Ｂがふだん修繕に利用している赤穂
あ こ う

市所在のマリーナへ向かってい

た途中、船首部が脱落して船尾部まで水没したものの、同マリーナに

着いたのち、上架された。 

船長Ｂ、同乗者Ｂ１、同乗者Ｂ２及び同乗者Ｂ３は、巡視艇で本件係

留所に向かい、各自、自家用車を運転して、相生市所在の病院に行

き、船長Ｂが腰部挫創等、同乗者Ｂ１が左大腿打撲傷等、同乗者Ｂ２が

左大腿挫創等、同乗者Ｂ３が左母指捻挫とそれぞれ診断された。 

（付図１ 事故発生経過概略図、写真１ Ａ船、写真２ Ｂ船、写真

３ 本件漁協の僚船にえい
．．
航されるＢ船 参照） 

 その他の事項  船長Ａは、男鹿島、宇和島及び本件水路周辺に、毎年９月頃に釣り

船が多く集まることを知っていた。 

海図によれば、宇和島は、男鹿島の北方沖０.２Ｍ付近に位置し、

東西２島で構成される島で、標高はそれぞれ２６ｍ及び３４ｍであ

る。 

船長Ｂは、釣りをしながら周囲の状況について確認していたとこ

ろ、姫路港－家島諸島の定期船及び漁船が本件水路を通航していた

が、どの船もＢ船に近づくことなく通過していた。 

船長Ｂは、本事故直前のＢ船の速力について、０.０kn と表示され

ていたのを魚探の画像で確認していた。 

Ｂ船の乗船者は、全員救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 

Ａ あり、Ｂ あり 
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 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、男鹿島北西方沖において、南西進中、船長Ａが、前路の本

件水路周辺に釣り船が少ないと予測し、左舷船首方の本件建物付近を

注視しながら航行を続けたことから、Ｂ船に気付かず、Ｂ船と衝突し

たものと考えられる。 

船長Ａは、宇和島北方沖で左転する際、男鹿島及び宇和島周辺に釣

り船が集まっていなかったことから、前路の本件水路周辺に釣り船が

少ないと予測したものと考えられる。 

Ｂ船は、男鹿島北西方沖において、船首を西北西方向に向けて漂泊

中、船長Ｂが、Ａ船を認めた際、Ａ船がＢ船に向かってくることがな

いと判断し、釣りをしながら漂泊を続けたことから、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

船長Ｂは、Ａ船がＢ船の船首方を通過するように視認したことか

ら、Ａ船がＢ船に向かってくることがないと判断したものと考えられ

る。 

原因 本事故は、男鹿島北西方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａが、前路の本件水路周辺に釣り船が少ないと予測し、左舷

船首方の本件建物付近を注視しながら航行を続け、また、船長Ｂが、

Ａ船を認めた際、Ａ船がＢ船に向かってくることがないと判断し、釣

りをしながら漂泊を続けたため、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、他船及び障害物がないと思い込まずに周囲の見張りを行

い、前路の安全を確認すること。 

・船長は、漂泊中、他船の接近を認めた場合、他船の接近に十分注

意し、機関を始動して航走を開始し、安全な場所に移動するなど

の避航措置を採ること。 
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図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本事故発生場所 

（令和２年９月５日  

１０時４５分ごろ発生） 

兵庫県 

徳島県 

Ａ船航跡 

宇和島 

坊勢島 

姫路港妻鹿区 

家島港北防波堤灯台 
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衝突直前 

相生市 

Ａ船航行中 

Ｂ船漂泊中 

姫路市 
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男鹿島 

１０時２５分ごろ 

１０時４０分ごろ 

家島 
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１０時４３分ごろ 

１０時４５分ごろ 

本件釣り場 

宇和島北方沖の釣り船 

約０.６Ｍ 

宇和島 

Ａ船航跡 

１０時４０分ごろ 

男鹿島 

家島 

本件水路 

本件建物 
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写真１ Ａ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ Ｂ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本件漁協の僚船にえい
．．
航されるＢ船 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
提供 本件漁協 


